
1 

 

 

障がい者の就労開発など政策的な要求実現のために 

自治体議員との連携を深めていきます 
 
サポートユニオンｗｉｔｈＹＯＵは、ある相談者から、「労働組合に相談に行くと上から目線でこうしなさいなど

といわれることに不快感を持っていたが、このユニオンは、ゆっくり話を聴いてくれて、自分で解決で

きなければ、また相談に乗りますよといってもらい良かったです」とのメールもらいました。この姿勢

を大切にしながら相談サポートをすすめています。 

 

しっかり話を聴いて、何でも受け入れるサポートに徹しています 

 

ＯＣさんは数年前の脳障害で半

身が自由に動かせない状況でした

が営業の仕事を続けていました。ま

た、ガイドヘルパーとして土日曜日

には障がい者の外出介護の仕事

もしていました。しかし、一昨年、勤

務していた会社が倒産し、雇用保

険で生計をたててきましたが保険が

切れた後、生活保護の申請を行

い、１１月から支給されることになり

ました。生活保護と自家用車の所

有について、１２月、高槻市福祉

事務所生活福祉課との話し合い

に同席し、「生活保護法で自家用

車の所有はだめであるが、申請者

の生活状況により自動車を必要と

するなら、即時に、自家用車の処

分を求めない。」との回答を得まし

た。しかし、２月の２回目の交渉で、

福祉課の一方的な「基本的に生

活ための自動車は承認できない、

通勤手段・営業手段としての自動

車も原則承認できない」「４月で自

家用車を手放してほしい」に対して、

ユニオンは「障がいを持った生活

保護者の通院および通勤のための

自動車は認められている」「自立の

ために自営・営業用として認められ

ている」ことを厳しく追及しました。４

月の３回目の交渉までに、生活福

祉課に承認させるための書類を準

備することになっています。 

ＳＭさんは、吹田にあるＳ学習塾

に週２回勤務していましたが、２月

に解雇の予告を受けました。このＳ

学習塾は塾の講師を雇用するにあ

たって「労働契約」の文書も明示し

取り交わしもせず、口約束で、勤務

期間及び勤務条件などを行ってい

ることが判明しました。解雇の理由

は、ＳＭさんの授業の始まる前に「２

人の子どもが口げんかしていて、こ
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れをいさめることができず、保護者

から文句が出ていた」という些細な

ことが理由です。ユニオンと使用

者との交渉の結果、使用者が１か

月の解雇予告手当をＳＭさんに支

払うことで合意しました。今後、使

用者に「労働契約」を雇用者と文

書で交わすように申し入れました。 

 

ユニオン単独で、実現困難な政策的課題の解決のために 

 

昨年８月に、鎌仲ひとみさんの

「ぶんぶん通信」などを市民の人た

ちと観ることを通して、４市1町の学

校給食課に食材の暫定基準値の

見直しと公開をもとめて公開質問し

交渉を行いましたが改善を見るに

至っていません。この給食の問題

解決で、私たちユニオンのめざすこ

とと市（町）議会でのとりくみとがリン

クされればもっと違った展開になっ

ていたように思います。 

私たちの今日的な政策的な要

求である「障がい者の就労の開

発」「放射線副読本の配布問題」

「武道の必修化」などに関わって、

市（町）会議員のみなさんとともに

考え、一定の方向性が見いだせ

ればと思っています。 

「障がい者の就労の開発」では、

ｗｉｔｈＹＯＵのサポート会員になってい

ただいている 5 人の障がい者の進

学や就労の願いを受け止めるもの

です。作業所での就労が、すべて

の障がい者の願いを受け止めるも

のではなく、実態として作業所での

受け入れのキャパも厳しい状況だ

といわれています。障がい者の就

労は行政だけではなく、民間・商工

会議所などへのアプローチも必要

ですし、大胆な政策展開をしなけ

れば現状を突破することはできない

課題です。例えば、障がい者の雇

用を受け入れた事業所への地方

法人税などを軽減や、事業所へ

の補助金を増やすことなども考えら

れます。 

「柔道の必修化」では、全国柔

道被害者の家族の会の高瀬典子

さんからその問題点を指摘していた

だき、指導者研修、指導者の複数

配置などができなければ、４月から

の必修化をやめるように運動してい

きます。「放射線副読本の配布問

題」については、１月３１日付で４市

１町の教育委員会へ公開質問状

を提出し、すべて市から回答を得て

います。（３～8 ページまとめ） 島

本町は「配布希望のあった学校に

ついて、その希望に則り配布事務

を進める」とし、摂津市は「本副読

本を小中学校の全児童生徒に配

布いたしますが、具体的な活用方

法については各校の判断としており

ます」など、吹田市の「学校保管の

資料とし、個人への配布はしませ

ん」にくらべ、心許ない回答です。

３月中に、島本町・摂津市と話し合

う予定です。 

小学生の障がいを持った子ども

がいるユニオンのメンバーがいま

す。小学校の始まる前に、子どもを

送り届けなければならない事情が

あり、８時３０分の仕事に就くことが

困難だとの相談がありました。この

ような課題を解決していくために、家

族の協力、地域のサポート、出勤

時間の配慮、朝早くから子どもを受

け入れるための小学校の体制････

など、ユニオンとして解決のために

頑張らなければならない課題はあ

るわけですが、共生社会の実現に

向けてとりくまなければならない制

度的、政策的な課題もたくさんあり

ます。ユニオン単独で実現が困難

な政策的な課題は、市（町）会議

員とリンクが不可欠だと思っていま

す。サポートユニオンｗｉｔｈＹＯＵとして、

この方向性を具体化していきます。     

（島野正通） 
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文科省が作成した「放射線等に関する副読本」を 

子どもたちに配布しないで下さい 

 
 １月３１日、４市（高槻・茨木・吹田・摂津）１町（島本）教育委員会に公開質問状を発送し、２月２０日までに文書

回答が返信されてきました。なお、吹田市教委、高槻市教委および豊中市教委の回答は、他労働組合との交渉で

確認した内容も含めてまとめています。（増田賢治） 

 

「放射線などに関する副読本」に対する私たちの思い   

 

私たちは、子どもたちの被曝をで

きるだけ減らすことが最重要課題と

捉え、子どもたち自身に「放射線は

微量でも危ない」という意識を持た

せることが大切と考えています。しか

し、この副読本を使って「放射線は

少々浴びても大丈夫」というような事

実に反する教育を行えば、子どもた

ちの命と健康守ることはできないと

思っています。 

３．１１東京電力福島第一原子力

発電所の過酷な事故は、今までの

生活を根本から変えてしまいました。

今、私たちに求められているのは、

放射能汚染による被曝から身を守る

ことです。そして、原発や今後のエネ

ルギーのあり方について、私たち一

人ひとりが自分の考えを深め今後の

国と社会の方向性を決めていく必要

があります。そのためには、原発事

故と放射能汚染の現実についての

理解が必要です。 

したがって、学校教育に

於いても放射能と汚染に

ついての基礎知識を学ぶ

必要があります。 

ところが、１０月１４日に

文部科学省が副読本の

作成を発表し、全国の小・

中・高校で使われようとし

ている「放射線等に関する

副読本」は、福島第一原発の過酷

事故と放射能汚染の実態について

一言も触れていません。この副読本

によって、確かに放射性物質・放射

能・放射線についての一定の基礎

知識を学ぶことはできます。しかし、

全体としては、原発事故がなくても自

然界には放射性物質と放射線はい

っぱいあり、人間は放射線に関する

研究の成果として医療や産業をはじ

めあらゆる分野で有効活用している

ことが印象に残るように編集されてい

ます。そして、「１００ミリシーベルト以

下の低い放射線量を受けることでが

んなどの病気になるかどうかについ

ては明確な証拠は見られていませ

ん。」と嘘までついています。 

この副読本は、子どもたちをはじめ

人々の放射線被曝に対する不安を

打ち消し、何も心配せず今まで通り

にしていれば大丈夫だという意識を

吹き込むためにつくられたものです。 

 

要求 １  小・中学生のための文科省放射線副読本「放射線について考えてみよう」及び「知ることからは

じめよう放射線のいろいろ」を子どもたちに配布しないで下さい。 

要求 ２ 各学校に対して副読本を配布しないよう指示して下さい。 

 

（茨木市教委） 

本市では小学校５・６年、中学校１〜３年の各学級に１冊ずつ副読本が送付されており、冊子を児

童生徒に配布するのではなく学習指導要領に基づいた教材として適切な時期に活用していく予定で

す。 

（吹田市教委） 

文部科学省の「放射線副読本」の一部 
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学校保管の資料とし、個人への配布はしません。 

昨年１１月に文部科学省研究開発局開発企画課及び、初等中等教育局初等中等教育企画課

より「配布希望部数等に関する調査」が届き、資料として活用できるよう小学校３年生から中学校３年

生までの数を報告しました。 

校長への指示は、放射線の学習をする場合は、この副読本だけで教えるのではなく、資料の一部

として取り扱うよう伝えます。 

（島本町教委） 

島本町教育委員会として、配布希望のあった学校について、その希望に則り配布事務を進める。

活用にあたっては、各学校の判断とする。ただ、留意点として、副読本を配布するだけで「指導」が行

われないような実態がないよう、また、活用に当たっては、副読本解説編【教師用】の記載事項や指

導上の留意点、また、現在の原発事故の状況を十分踏まえ、正しい知識をもって、偏見を生じさせな

い指導を行うよう、各学校に指導を行う。 

（摂津市教委） 

摂津市教育委員会といたしましては、本副読本を小中学校の全児童生徒に配布いたしますが、

具体的な活用方法については各校の判断としております。なお、活用に当たっては、副読本解説編

【教師用】の記載事項や指導上の留意点だけでなく、「福島原発事故」の状況等も踏まえた上で、正

しい知識をもって偏見を生じさせない指導するよう、各校への指導を行います。 

（高槻市教委） 

 文部科学省が作成した「放射線等に関する副読本」については、児童生徒への配布はせず学校

保管といたします。また、学校への指示も完了しております。 

（豊中市教委） 

文部科学省「放射線等に関する副読本」につきましては、様々な意見があることをふまえ、学校保

管用として副読本と解説編を各３部の送付を依頼することといたしました。 

 

質問 1  昨年１１月、中川文科大臣（当時）の挨拶文「保護者、学校関係者の皆様へ」で福島原発事故に触れ、

「このような特別な状況に国民一人一人が適切に対処していくため」としながら当該副読本では原発事

故に触れていないことについて。 

 

（茨木市教委） 

文科省大臣の発言と副読本の整合性について回答する立場にないと考えます。 

（吹田市教委） 

今回の事故に関して、原発の課題、放射線、エネルギーの問題等、子ども達へしっかり伝え、考え

させることはたくさんあります。この副読本だけを教材として全てを教えられるものではなく、あくまでも資料

の一部であると考えます。 

（島本町教委） 

この副読本の位置づけが「放射線や放射能、放射性物質の基礎的に知識に関する指導の一

助」であるので、「原発事故」についての記載が「ある」「ない」の是非が妥当かどうか判断しかねる。

ただ、指導に際しては、現在の状況から「原発事故」には必然的に言及されるものと考える。 

（摂津市教委） 

本副読本の「はじめに」において、「福島原発事故によって放射性物質が大気中及び海中に放出

された」とあり、事故と関連づけた副読本作成の趣旨等の説明がございます。これは、文部科学大臣

の挨拶文の趣旨と一致するものと考えます。当然、指導に際しても、原発事故には必然的に言及さ

れるものだと考えております。 

（高槻市教委） 
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本副読本は、子どもたちの発達段階に応じ、放射線について学び、自ら考え、判断する力を育成

するために作成されたものであると認識しており、放射性物質、放射能、放射線に関する指導の一助

として使用できるものと思っております。 

（豊中市教委） 

副読本の冒頭部分では福島原発事故に触れているものの、本文中においては今回の事故に関し

て重大な被害と影響が生じたことの事実が記載されておりません。したがいまして、事実を正しく理解

することや、放射線から身を守る観点からも課題があると考えております。 

 

質問 ２  同文書中で、「放射線や放射能について学び、自ら考え、判断する力を育むことが大切である」

とされていますが、当該副読本で「自ら考え、判断する力を育むこと」が可能かどうか。 

 

（茨木市教委） 

自ら考え判断する力を育成する方向で、副読本を活用することが大切だと考えます。 

（吹田市教委） 

「放射線や放射能について学び、自ら考え、判断する力」は、様々な教材を通してはぐくむことが大

切であり、この副読本だけでそれが可能とは考えていません。 

（島本町教委） 

一般に、教材や副読本は学習に際しての「ツール」であり、全てのツールがそれだけで「自ら考え、

判断する力をはぐくむ」ことができるわけではない。本副読本そのものが「能力育成を直接寄与するか

否か」の論議は妥当でないと考える。そういった能力をはぐくむためには、適切な「指導」が付随される

べきと考える。 

（摂津市教委） 

副読本は学習に際しての教材の一つであり、それを読むだけで「自ら考え、判断する力を育む」もの

ではございません。このような力を育むためには、副読本を効果的に使用した適切な指導が必要であ

ると考えます。 

（高槻市教委） 

本副読本は、子どもたちの発達段階に応じ、放射線について学び、自ら考え、判断する力を育成

するために作成されたものであると認識しており、放射性物質、放射能、放射線に関する指導の一助

として使用できるものと思っております。 

（豊中市教委） 

副読本は、教科用図書以外の図書その他の教材であり、有益適切なものはこれを使用することが

できるとされております。また、学習指導要領においては、中学校理科第１分野において放射線につ

いての指導が記述されております。これらをふまえ、自ら考え判断する力は、様々な教育活動の中で

学び、育んでいくことが大切であると考えております。 

 

質問 ３  当該副読本は放射線への不安を打ち消すことが目的だと思いますが、原発過酷事故に直面し

ている現在、放射線に関する教育を行う際に学校や教員の役割をどのように考えるか。 

 

（茨木市教委） 

学習指導要領に則り、自ら考え判断する力を育む教育を行うことが必要と考えています。 

（吹田市教委） 

放射性物質・放射能・放射線について基礎知識を教えることと合わせて様々な意見があること、さ

らには被害に遭われた方々の心情も推し量り、風評被害やいじめが起こらないよう配慮することが必

要です。 
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放射線の問題だけでなく、各教科での指導や社会での出来事などの話をする場合も、その内容

や使用する教材について、専門家を含め様々な意見や見方があることを教える事が教員の役割で

あると考えます。 

（島本町教委） 

いわゆる「福島差別」や、あまた風評被害が報告される現状にあって、偏見を生まない正しい知識

の教授が必要と考える。その一端を担うべき教員の役割は大変大きいと考える。 

（摂津市教委） 

福島県からの児童生徒の受け入れ先で発生した（放射線への知識のなさから生じる）人権侵害

事案などから考えても、子どもたちへの偏見を生まない正しい知識の教授が必要であると考えます。

その意味でも教員の役割は大きいものと考えます。 

（高槻市教委） 

本副読本は、子どもたちの発達段階に応じ、放射線について学び、自ら考え、判断する力を育成

するために作成されたものであると認識しており、放射性物質、放射能、放射線に関する指導の一助

として使用できるものと思っております。 

（豊中市教委） 

副読本における放射線の人体への影響に関する記述は僅かであり、このことが詳しく書かれてあれ

ば、科学的で正しい知識を児童生徒に対して指導することができるとともに、事故が発生した場合に

備え、自らの身体を守る行動などを指導することができると考えております。 

 

質問 ４ 当該副読本の中で、「一度に１００ミリシーベルト以下の放射線を人体が受けた場合、放射線だけ

を原因としてがんなどの病気になったという明確な証拠はありません」という記述がありますが、適切

な記述だと考えるか。 

 

（茨木市教委） 

低線量被曝の影響については、専門家の中に複数の見解があると認識しております。 

（吹田市教委） 

この部分を指導に用いる場合は、続く文章、小学生用では「しかし、がんなどの病気は、色々な原

因が重なって起こることもあるため、放射線を受ける量はできるだけ少なくすることが大切です。」まで合

わせて教えるよう配慮する必要があります。中学生用では、「国際的な機関である国際放射線防護

委員会（ICRP）は、一度に１００ミリシーベルトまで、あるいは１年間に１００ミリシーベルトまでの放射線

量を積算として受けた場合でも、線量とがんの死亡率との間に比例関係があると考えて、達成できる

範囲で線量を低く保つように勧告しています。」までを合わせて教えるよう配慮する必要があります。 

（島本町教委） 

この表現の限りでは、妥当であると考える。ただし、実際の指導場面にあっては、副読本解説編【教

師用】に記載されている資料（放射線による人体への影響、がんのいろいろな発生原因等）にも留

意、また補足を要すると考える。 

（摂津市教委） 

文章表記の限りでは妥当だと判断いたします。もっとも、実際の指導の場面においては、副読本解

説編【教師用】に記載されている資料（放射線による人体への影響等）にも留意、また補足を要すると

考えます。 

（高槻市教委） 

本副読本は、子どもたちの発達段階に応じ、放射線について学び、自ら考え、判断する力を育成

するために作成されたものであると認識しており、放射性物質、放射能、放射線に関する指導の一助

として使用できるものと思っております。 
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（豊中市教委） 

放射線を研究する国際的な団体や研究者などは、放射線被爆は可能な限り低く抑えるべきとして

おり、低線量の影響について確実なことが分かっていないとしている現状から、様々な意見を表記す

ることが望ましいと考えております。 

 

 

質問 ５ 当該副読本は一番肝心な「子どもや妊婦への影響」について一言も触れられていませんが、こ

の点についてどのように考えるか。 

 

（茨木市教委） 

子供や妊婦への影響については慎重に考えるべきだと思いますが、副読本に記載するかどうかは

回答する立場にないと考えます。 

（吹田市教委） 

放射線に限らず、アルコールや薬など様々なもので成長期にある子どもや妊婦は影響を受けや

すいことを理解させることは必要だと考えています。 

したがって、この副読本だけを教材として全てを教えることができるものではなく、あくまでも資料の一

部であると考えます。 

（島本町教委） 

指摘のとおりであるので、指導にあたっては補足されるべきであると考える。 

（摂津市教委） 

指導にあたっては補足されるべきであると考えます。 

（高槻市教委） 

本副読本は、子どもたちの発達段階に応じ、放射線について学び、自ら考え、判断する力を育成

するために作成されたものであると認識しており、放射性物質、放射能、放射線に関する指導の一助

として使用できるものと思っております。 

（豊中市教委） 

放射線の年齢別感受性を比較した場合、大人に比べ乳児は４倍高くなるとの研究結果があり、成

長期で生命活動が活発である児童生徒も同様に放射線感受性が高いと言われており、大人より子

どもや妊婦が被害を受ける可能性が高くなると考えております。これらをふまえ、児童生徒が正しい知

識や、自らの身体を守ることを学ぶにあたり、危険性を理解することは大切なことであると考えておりま

す。 

 

質問 ６ 原発過酷事故に直面している現状に於いて、子どもや親にとって当該副読本は知りたいことが

書かれていると考えるか。 

 

（茨木市教委） 

子どもや保護者の知りたい情報は多様でありますので、回答は困難です。                                                            

（吹田市教委） 

この副読本だけで様々な質問や疑問すべてに答えることはできません。あくまでも資料の一部であ

ると考えます。 

（島本町教委） 

前述のとおり、本副読本の位置づけは、「放射線や放射能、放射性物質の基礎的に知識に関す

る指導の一助」であり、一定「統一的な基礎的な知識」を教授するものとして有効であると考える。た

だ、「放射能」に言及する時、必然的に福島原発事故について触れられるべきである。放射能に係る
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偏見や人権侵害現象が多く生起する中、子どもたちには基礎知識を備えさせると同時に、福島原発

事故の現状や避難生活の実態にも触れながら、指導していくことが必要であると考える。 

（摂津市教委） 

本副読本は、福島原発事故の原因や実態についての報告書ではなく、「放射線や放射能、放射

性物質の基礎的な知識に関する指導の一助」と位置づけられております。放射線についての理解不

足から生じる、児童生徒及び保護者が持つ放射線等への必要以上の不安感の解消や偏見による

差別事象の未然防止のためには一定有効であると考えます。もちろん、前述のとおり、本副読本の指

導の際には、原発事故について言及されるものであると考えます。 

（高槻市教委） 

本副読本は、子どもたちの発達段階に応じ、放射線について学び、自ら考え、判断する力を育成

するために作成されたものであると認識しており、放射性物質、放射能、放射線に関する指導の一助

として使用できるものと思っております。 

（豊中市教委） 

今回の福島原発事故は、長期的に見ても様々な影響が起こるのではないかとの懸念もあります。

また、児童生徒に対して事実と正しい情報を知ることが、差別や風評被害を防ぐ手立てとなると考えて

おります。今後も、さらに放射線に関する科学的で正しい知識を理解することは、児童生徒や保護者

にとって必要なことであると考えております。 

 

 

いま、私の思っていること（１） 

 

  橋下さんは「リフォーム詐欺」みたいなものだけど・・・・・ 

 

北場逸人 ・ 学生２０歳 

 

橋下さんの支持層は若者だと指

摘されている。反橋下の私にとって

はリフォーム詐欺みたいなものだ。 

橋下市政が誕生して「改革」な

るものがすすめられている。市バス

の運転手の給料をカットしたり、市

に働く公務員の「思想調査」が行

われたりもした。 

橋下さんは、労働組合・公務員

叩きをしている。若者から既得権益

の権化みたいに公務員労働組合

が見られているのには労働組合に

も原因があるのではないか。私が

失望したのは「連合」が登録型派

遣労働（※1）を削除した骨抜きの

労働者派遣法の改正を容認したこ

とだ。非正規労働者を多く雇用して

いる電機連合出身の古賀会長だ

ったこともあるのだろう。労働基本権

も回復していないにもかかわらず公

務員給与を一方的に削減されたと

き、抗議もせず、組織化もせず、闘

わない労働組合は「死体」である。 

既成政党のだらしなさが目立つ

今の状況は、まさに、ワイマール共

和国の末期みたいだ。 

格差社会で被害を受けているの

は私たちの世代である。私たちの

世代は右傾化する。しかし、それで

は状況は変わらない。私たち若者

が政治を変えるために、もっと政治

に関わったり、新しい運動をつくって

いくしかないと思っている。 

 

※1「常用型」とは派遣会社が正

社員などとして長期に雇用する。

派遣先がないときも賃金を保証す

る。「登録型」とは仕事がある期間

だけ数カ月単位で派遣会社と契

約を結ぶ。仕事がある時だけ給与

を支払う。 
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HTくんの支援者の 合田享史（ごうだ・たかし）さんです。 

ガイドヘルパーだけでなく、共に学び共に育つことを根っこに

おきながら障害のある子どもたちのサポートをされています。現

在のテーマは…障害のある子とない子の「共生共育」 ・障害のある生

徒の高校進学だそうです。自己紹介をお願いしました。 

 

 

合田享史（ごうだ・たかし）さん（まっすぐプランニング代表） 

 

 取材・原稿執筆・編集の仕事のかたわら、ガイドヘルパー、障

害のある生徒の学校生活支援員、ボランティア芸人（落語・マジ

ック）としても活動する異色のライターです。広告制作会社、印

刷会社勤務を経て、2006年にフリーランスとして独立しました。 

ライフテーマは、障害のある子どもとない子どもの共生教育。

障害当事者、保護者、教師の方々と交流しながら取材を続けてい

ます。 

これまで、連載記事『枚方の「共に学び共に育つ教育」は今』

（枚方市民発情報紙「ＬＩＰ」）、『点数がとれなくても高校生に～

大阪における障害のある生徒の高校進学事情』（社団法人子ども情

報研究センター「はらっぱ」2010年５月号）などを執筆。共生教

育に関する最新情報をブログ 『大阪発「ともに学び、ともに生き

る教育」情報』（http://massugu.way-nifty.com/tomonimanabu/ ）で発

信中。 

また、ライターとして、支援者として、夫と

して（私のパートナーは精神障害と肢体不自由

の障害当事者です）、障害のある人たちと関わっ

ている立場から、「ともに生きる」ことや「心の

バリアフリー」をテーマにした人権講演も行っ

ています。 

３月中旬、私が構成を手がけた、茨木市在住

の落語家、笑福亭學光さんの著書『めざせ！ お

笑い福祉士』（浪速社）（→）が出版されます。

みなさま、ぜひお読みください。 
パートナーの描かれた合

田さんのイラスト 

合田さんも編集委員です。冊子は

withYOU に置いています。必要な方は連

絡ください。 

紹介したい人・紹介したいユニオン（１） 
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活動日誌 （１２月～２月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１１年 

１２月１日（木） 

通信「withYOU」２号発行 

１２月２日（金） 

〈週刊金曜日読者会〉原発問題 

１２月４日（日） 

〈 withYOU ジャーナル〉

「WTC 購入・移転の公金支出

は違法・不当」（西谷文和さん講

演） 

１２月９日（金） 

生活保護（業務用乗用車所有問

題）で高槻市福祉事務所生活福

祉課と交渉① 

１２月１１日（日） 

脱原発署名（阪急茨木駅） 

１２月１５日（水） 

ハシズム・教育基本条例反対ビ

ラ（阪急茨木市駅） 

１２月１６日（金） 

〈１２月ミーティング〉財政問

題 

１２月１７日（土） 

〈土曜シアター〉「終わらない戦

争」上映・「『日本軍』慰安婦水

曜デモ１０００回に連帯して」

（パンチョンジャさん講演） 

１２月２０日（火） 

関西ネット１２月会議・関西ネ

ット忘年会 

 

１２月２４日（土） 

大阪保育福祉専門学校の配置替

問題で交渉（北摂ユニオン） 

１２月２５日（日） 

箕面市立中学校勤務の市費非常

勤講師の継続雇用で面談／事務

所大掃除・忘年会（ゆんたく） 

 

２０１２年 

１月６日（金） 

新年事務所オープン 

１月１３日（金） 

〈１月ミーティング〉年間計画の検

討 

１月１４日（土） 

〈週刊金曜日読者会〉ハシズム問

題・社会保障と一体改革 

１月２１日（土） 

職場と人権・NPO 労働と人権学

習会「企業別労働組合とは」（熊

沢誠さん） 

１月２２日（日） 

茨木の生活協同組合理事と意見

交換：食育・原発で共同のとりく

みを模索／〈withYOU ジャーナ

ル〉「どうなる社会保障と年金の

ゆくえ」（奥野省治郎さん） 

１月２３日（月） 

NPO「労働と人権サポートセンタ

ー・大阪」団体加盟 

１月２８日（土） 

「教えられなかった戦争「沖縄

編」阿波根昌鴻・伊江島の闘い」 

 

１月３１日（火） 

ハシズム・教育基本条例反対ビ

ラ（阪急茨木市駅）／「放射線副

読本」の配布問題で４市１町に公

開質問 

 

２月７日（火） 

〈レンタル教室〉「時事英語」隔週

火曜日で始まる／ハシズム・教

育基本条例反対ビラ（阪急茨木

市駅） 

２月１１日（土） 

〈週刊金曜日読書会〉ハシズム・

消費税・社会保障 

２月１２日（日） 

「日の丸・君が代」ホットライン開

設集会（エル大阪）／ハシズム反
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対大阪市役所包囲行動 

２月１７日（金） 

〈２月ミーティング〉ユニオンの政

策要求と議員との連携 

２月１８日（土） 

〈土曜シアター〉

「MBS-VOICE2-16・17」「やっぱ

り危ない・教育基本条例」（井前

弘幸さん）・教育基本条例に反対

する北摂市民の会と共催 

２月１９日（日） 

服部良一を励ます会・社民党旗

開き（グランピア大阪） 

２月２０日（月） 

茨木市立太田小学校３年「わたし

のからだはわたしのものよ」（エ

ンパワメントいばらき）授業見学 

２月２１日 

「共にとりくみたい課題につい

て」市民派議員へ文書郵送 

２月２４日（金） 

生活保護（業務用乗用車所有問

題）で高槻市福祉事務所生活福

祉課と交渉② 

２月２５日（土） 

〈withYOU ジャーナル〉一人

芝居「花の氷柱Ⅱ（戦後編）」（二

人だけのセザンヌ：遠藤久仁子

さん） 

２月２９日（水） 

ハシズム・教育基本条例案反

対！大阪市役所－大阪府庁抗議

デモ 

トワイライト＠ひろば 

高校生１名・中学３年生２名・

中学１年生１名 

 

レンタルBOX 

東日本大震災支援（岩手県物産

品）・障がい者協働作業所ぷくぷ

くの会支援（クッキー）廃業に

ともなう商品販売（春日筆）・高

齢者生きがい支援（小物・袋

物）・パッチワーク・陶器・環境

に優しいオーガニック商品など 

 

レンタル教室 

韓国語中級（毎週木曜日夜） 

時事英語（隔週火曜日昼） 

 

会計報告 
（２０１１年１２月～２０１２年２月） 

４月２３日（月） 

韓国語初級 
体験講座やります 

 
興味のある人申し込みを 
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会費・ 
カンパの 
お願い 

 

 

編集後記 

■大阪府議

会では悔し

いながら

「教育行政

基本条例案」可決の公算が大き

い。大阪市では「選挙という民

意で選ばれた自分が市の教育

行政に関する方針を定めようと

するのは民意 」と言って憚ら

なかった橋下徹は、かってナチ

スドイツの敗戦が目の前に迫っ

たときに「民主的な選挙で選ば

れたのだから選んだ国民に責任

がある」と言いのけたヒットラ

ーと似ている。ヒットラーと同

じようにいざとなれば市民、府

民を見殺しにするのだろう。 

 維新の会は「船中八策」なる

ものを掲げ大阪地域から日本の

政治的大改造を目論んでいる。

その強権的、支配的、独善的国

家主義的な政策は極右地域政党

と呼ぶにふさわしい。元々、「船

中八策（せんちゅうはっさく）

は、幕末土佐藩の坂本龍馬が慶

応３年に起草した新国家体制の

基本方針、とされるものであ

る。」（ウキペディア参照）その

時代から１５０年経った現在、

橋下・維新の会によって日本崩

壊へ導く政策にすり替えられよ

うとは坂本竜馬も思いもよらな

かったことだろう。竜馬のファ

ンよ怒るべし！ 

■労働者の解放に生涯を捧げら

れた豊田正義さん（関西労災職

業病研究会代表・大阪北摂労災

職業病対策事務局長）が亡くな

られた。三池のＣＯ大災害闘争

などへの彼の闘争姿勢から多く

の事を学ばせてもらった。巷に

数多く各賞あふれるけれど僕個

人としては何がしの賞を差しあ

げたい一人である。 

■１０月に仕事中にバイクで転

倒、怪我、入院と災難にあった。

もう５カ月になるが階段の上り

下りが不完全。仕事復帰までは

好きな飲み会もガマン、ガマン。

リハビリで頑張ります。（勝） 

▼1２年１２月から３か月間の間に、３名の会員、１２名のサポート会員を新しく仲
間に迎え入れることができました。それでも、３か月の収支は４万円の赤字となっ
ています。（ｐ11）▼４月から第２次のひとり親家庭の子どもの無料塾（トワイラ
イト＠ひろば）を始めるなど、活動を広げたいと思っていますが、ボランティアサ
ポートさんに交通費も払えないという状態です。▼１か月、コーヒー一杯の２５０
円のサポート会員（年会費３０００円）になっていただければとてもうれしいです
し、ユニオンの支援のカンパをいただければとてもありがたいです。（越智清光） 

◎ 宛名シール  S：サポート会員 M：会員 K:カンパ  
1206：１２年６月まで納入を表しています 

【土曜ジャーナル】 ５００円 

３-３１（土）１８:３０～「南京！南京！」（２００９年中国・陸川監督・１２５分）解説：中西幸雄さん（元教員） 

★「死人に口なし」で「ドキュメンタリー映画」ではない。虐殺が「あったか」「なかったか」は歴史的に証明されている。どのよ

うな蛮行がなされたかを学ばなければならい。河村発言を許さないためにも 

【withYOUジャーナル】 ５００円 

４-１４（土）１６:００～「開発途上国へのサポートの視点」（バングラディシュ）お話：大泉高明さん 

★アジアに目を広げながら貧困問題とサポートを考えます。 

４-２１（土）１８:００～「どないなるねん！大阪の教育を考えるシリーズ①」 

お話：斉可尚代さん（毎日放送記者） 

★報道番組MBS[VOICE]で取り上げられたアメリカの「落ちこぼれゼロ法」と橋下「教育基本条例」を考えます。 

【週刊金曜日読者会】 ５００円 

４- ７（土）１４:００～「ガレキ問題」「ハシズム」問題を考えます 


